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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（会社情報の開示） 
第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 
 （１） （略） 
 （２） 次に掲げる事実が発生した場合 
  ａ～ｔ （略） 
  ｕ 再建計画案（法律に基づかない整理の開

始について開示した場合における当該整理

に係るものに限る。）について債権者の同

意が得られないこととなったこと。 
  ｖ ａから前ｕまでに掲げる事実のほか、当

該上場会社の運営、業務若しくは財産又は

当該上場有価証券に関する重要な事実であ

って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの 
 （３）・（４） （略） 
２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準に該当するものを、第２号の２ａに定める

法第１６６条第２項第５号に掲げる事項及び第

２号の２ｂに定める法第１６６条第２項第６号

に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして会社関係者等の特

定有価証券等の取引規制に関する内閣府令（平

成元年大蔵省令第１０号。以下この項において

「取引規制府令」という。）で定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

（会社情報の開示） 
第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 
 （１） （略） 
 （２） 次に掲げる事実が発生した場合 
  ａ～ｔ （略） 
  （新設） 
 

 

 

  ｕ ａから前ｔまでに掲げる事実のほか、当

該上場会社の運営、業務若しくは財産又は

当該上場有価証券に関する重要な事実であ

って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの 
 （３）・（４） （略） 
２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断

に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定める

基準に該当するものを、第２号の２ａに定める

法第１６６条第２項第５号に掲げる事項及び第

２号の２ｂに定める法第１６６条第２項第６号

に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして会社関係者等の特

定有価証券等の取引規制に関する内閣府令（平

成元年大蔵省令第１０号。以下この項において

「取引規制府令」という。）で定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開
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示しなければならない。 
 （１） （略） 
 （２） 上場会社の子会社に次に掲げる事実が

発生した場合 
  ａ～ｋ （略） 
  ｌ 再建計画案（法律に基づかない整理の開

始について開示した場合における当該整理

に係るものに限る。）について債権者の同

意が得られないこととなったこと。 
  ｍ ａから前ｌまでに掲げる事実のほか、当

該子会社の運営、業務又は財産に関する重

要な事実であって投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすもの 
 （２）の２・（３） （略） 
３～５ （略） 
 
（開示内容の変更又は訂正） 
第４条 上場有価証券の発行者は、第２条又は第

３条第２項の規定に基づき開示した内容につい

て変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直

ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければ

ならない。 
２ （略） 

 
付  則 

 この改正規定は、平成１４年 ２月 １日から

施行する。 
 
 

示しなければならない。 
 （１） （略） 
 （２） 上場会社の子会社に次に掲げる事実が

発生した場合 
  ａ～ｋ （略） 
  （新設） 
 

 

 

  ｌ ａから前ｋまでに掲げる事実のほか、当

該子会社の運営、業務又は財産に関する重

要な事実であって投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすもの 
 （２）の２・（３） （略） 
３～５ （略） 
 
（開示内容の変更又は訂正） 
第４条 上場有価証券の発行者は、第２条又は前

条第２項の規定に基づき開示した内容について

変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ち

に当該変更又は訂正の内容を開示しなければな

らない。 
２ （略） 
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監理ポスト及び整理ポストに関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条   監理ポスト又は整理ポストへの割当て
は、次の各号に定めるところによる。 
（１）  普通株（優先出資証券を含む。以下同
じ。）については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場株券が次のいずれかに該当する場合

には、当該株券を監理ポストに割り当てる。 
（ａ）～（ｅ）  （略） 
（ｅ）の２  上場会社が当該上場会社の再建
計画案（法律に基づかない整理の開始につ

いて開示した場合における当該整理に係

るものに限る。）について債権者の同意が

得られないこととなった旨の開示を行っ

た場合 
（ｆ）～（ｎ）  （略） 

  ｂ  （略） 
（２）～（６）  （略） 

 
（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 
第４条  前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整
理ポストへの割当期間は、次の各号に定めると

ころによる。 
（１）  普通株については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｅ）までに定める日から本所が株券

上場廃止基準に該当するかどうかを認定し

た日までとする。ただし、前条第１号ａの

（ｎ）の場合において、次の（ｅ）に定め

る日から１年を超えることとなるときは、

当該日から１年目の日以降の日でその都度

本所が定める日までとする。 

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条   監理ポスト又は整理ポストへの割当て
は、次の各号に定めるところによる。 
（１）  普通株（優先出資証券を含む。以下同
じ。）については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場株券が次のいずれかに該当する場合

には、当該株券を監理ポストに割り当てる。 
（ａ）～（ｅ）  （略） 
（新設） 
 

 

 

 

 

（ｆ）～（ｎ）  （略） 
  ｂ  （略） 
（２）～（６）  （略） 

 
（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 
第４条  前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整
理ポストへの割当期間は、次の各号に定めると

ころによる。 
（１）  普通株については、次のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｅ）までに定める日から本所が株券

上場廃止基準に該当するかどうかを認定し

た日までとする。ただし、前条第１号ａの

（ｎ）の場合において、次の（ｅ）に定め

る日から１年を超えることとなるときは、

当該日から１年目の日以降の日でその都度

本所が定める日までとする。 
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（ａ）・（ｂ）  （略） 
（ｂ）の２  前条第１号ａの（ｅ）の２の場
合 
当該開示を行った日の翌日 

（ｃ）～（ｅ）  （略） 
ｂ （略） 
（２）～（６） （略） 
２  前項の場合（同項第１号ａの（ｂ）及び（ｃ）
並びに同項第２号ａの（ａ）に該当する場合を

除く。）において、本所が必要と認めるときは、

監理ポストへの割当期間の始期については、次

の各号に定める時とし、監理ポストへの割当期

間の終期については、同項各号において監理ポ

ストへの割当期間の最終日として規定する日の

本所がその都度定める時とすることができるも

のとする。 
 

 

 

（１）  前項第１号ａの（ａ）の場合 
当該書面による報告を受けた日の本所がそ

の都度定める時 
（２）  前項第１号ａの（ｂ）の２の場合、同
項第１号ａの（ｄ）に定める前条第１号ａの

（ｉ）ロに該当した場合又は同項第４号ａの

（ｅ）に定める前条第４号ａの（ｅ）ロに該

当した場合 
当該開示を行った日の本所がその都度定め

る時 
（３）  前２号以外の場合 
本所がその都度定める時 

 
付    則 

この改正規定は、平成１４年 ２月１日から施

行する。 

 

（ａ）・（ｂ）  （略） 
（新設） 

 

 

（ｃ）～（ｅ）  （略） 
ｂ （略） 
（２）～（６） （略） 
２  前項の場合（同項第１号ａの（ｂ）、（ｃ）
及び（ｄ）並びに同項第２号ａの（ａ）に該当

する場合を除く。）において、本所が必要と認

めるときは、監理ポストへの割当期間の始期に

ついては、同項第１号ａの（ａ）の場合は当該

書面による報告を受けた日の本所がその都度定

める時と、当該場合以外の場合は本所がその都

度定める時とし、監理ポストへの割当期間の終

期については、同項各号において監理ポストへ

の割当期間の最終日として規定する日の本所が

その都度定める時とすることができるものとす

る。 
 （新設） 
 
 
 （新設） 
 
 
 
 
 
 
 （新設） 
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（制度信用銘柄の選定基準） 
第２条 上場株券（既に制度信用銘柄に選定され

ているものを除く。）が、次の各号に適合する

場合は、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

（１）・（２） （略） 
 （３） その発行者の直前事業年度における利

益の額（連結会計年度に係る連結損益計算

書に基づいて算定される利益の額（連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則（昭和５１年大蔵省令第２８号。以下

「連結財務諸表規則」という。）第６１条

により記載される「経常利益金額」又は「経

常損失金額」と同規則第６４条により記載

される「税金等調整前当期純利益金額」又

は「税金等調整前当期純損失金額」（同規

則第６７条により掲記される特別法上の準

備金等の繰入額又は取崩額及び債務免除益

の金額を除外した額）とのいずれか低い額

に同規則第６５条第１項第３号により記載

される金額を加減した金額をいう。）をい

う。ただし、審査対象期間において連結財

務諸表を作成すべき会社（会社以外の法人

を含む。以下同じ。）でない事業年度があ

る場合には、当該事業年度に係る利益の額

は、損益計算書に基づいて算定される利益

の額（財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５

９号。以下「財務諸表等規則」という。）

第９５条により表示される「経常利益金額」

又は「経常損失金額」と同規則第９５条の

４により表示される「税引前当期純利益金

額」又は「税引前当期純損失金額」（同規

（制度信用銘柄の選定基準） 
第２条 上場株券（既に制度信用銘柄に選定され

ているものを除く。）が、次の各号に適合する

場合は、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

（１）・（２） （略） 
 （３） その発行者の直前事業年度における利

益の額（連結会計年度に係る連結損益計算

書に基づいて算定される利益の額（連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則（昭和５１年大蔵省令第２８号。以下

「連結財務諸表規則」という。）第６１条

により記載される「経常利益金額」又は「経

常損失金額」と同規則第６４条により記載

される「税金等調整前当期純利益金額」又

は「税金等調整前当期純損失金額」（同規

則第６７条により掲記される特別法上の準

備金等の繰入額又は取崩額を除外した額）

とのいずれか低い額に同規則第６５条第１

項第３号により記載される金額を加減した

金額をいう。）をいう。ただし、審査対象

期間において連結財務諸表を作成すべき会

社（会社以外の法人を含む。以下同じ。）

でない事業年度がある場合には、当該事業

年度に係る利益の額は、損益計算書に基づ

いて算定される利益の額（財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則（昭和

３８年大蔵省令第５９号。以下「財務諸表

等規則」という。）第９５条により表示さ

れる「経常利益金額」又は「経常損失金額」

と同規則第９５条の４により表示される

「税引前当期純利益金額」又は「税引前当

期純損失金額」（同規則第９８条の２によ
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則第９８条の２により掲記される特別法上

の準備金等の繰入額又は取崩額及び債務免

除益の金額を除外した額）のいずれか低い

金額をいう。）をいうものとする。以下同

じ。）がいずれも正である銘柄であるとき。 

 （４）～（９） （略） 

２～６ （略） 

 
付  則 

この改正規定は、平成１４年２月１日から施行

する。 

り掲記される特別法上の準備金等の繰入額

又は取崩額を除外した額）のいずれか低い

金額をいう。）をいうものとする。以下同

じ。）がいずれも正である銘柄であるとき。 

 

 （４）～（９） （略） 

２～６ （略） 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１０．第４条（申請の不受理）関係 
   新規上場申請者（株券上場審査基準第４条

第３項の規定の適用を受ける新規上場申請者及

びＱ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を除く。）

が次のａ又はｂに該当する場合には、上場申請

を受け付けないものとする。 
  ａ・ｂ （略） 

  （削る） 
 

 

 

 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年 ２月 １日から

施行する。 
 
 

１０．第４条（申請の不受理）関係 
   新規上場申請者（株券上場審査基準第４条

第３項の規定の適用を受ける新規上場申請者及

びＱ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を除く。）

が次のａからｃまでのいずれかに該当する場合

には、上場申請を受け付けないものとする。 
  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）

に基づく更生手続が終結した日の属する事

業年度の末日から上場申請日の直前事業年

度の末日までに３年以上が経過していない

とき。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１） （略） 
（２） 株式の分布状況 
ａ～ｃ （略） 

  ｄ 国内の証券取引所に上場されている株券

又は日本証券業協会に登録されている株券

の発行者である新規上場申請者が最近の株

主名簿の閉鎖時又は基準日後に株券の公募

若しくは売出し又は国内の証券取引所の規

則により定める立会外分売（５０単位未満

の範囲内で買付申込数量に限度を設けて行

ったものをいう。）を行った場合であって、

新規上場申請者及び幹事会員が、当該公募

若しくは売出しの内容又は立会外分売の結

果についてのｂの（ａ）ハ、（ｂ）ハ又は

（ｃ）の規定に基づき新規上場申請者、元

引受会員又は立会外分売取扱会員が提出す

ることとされている書面と同種の書面を提

出したときは、第２号に規定する株式の分

布状況は、次の（ａ）及び（ｂ）に定める

ところにより取り扱うことができるものと

する。 
  （ａ）・（ｂ） （略） 
  ｅ （略） 
 （３）・（４） （略） 
 （５） 利益の額 
  ａ （略） 
  ｂ 第５号に規定する「利益の額」とは、連

結損益計算書に基づいて算定される利益の

額（連結財務諸表規則第６１条により記載

される「経常利益金額」又は「経常損失金

額」と同規則第６４条により記載される「税

金等調整前当期純利益金額」又は「税金等

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１） （略） 
（２） 株式の分布状況 
ａ～ｃ （略） 

  ｄ 国内の他の証券取引所に上場されている

株券又は日本証券業協会に登録されている

株券の発行者である新規上場申請者が最近

の株主名簿の閉鎖時又は基準日後に株券の

公募若しくは売出し又は国内の他の証券取

引所の規則により定める立会外分売（５０

単位未満の範囲内で買付申込数量に限度を

設けて行ったものをいう。）を行った場合

であって、新規上場申請者及び幹事会員が、

当該公募若しくは売出しの内容又は立会外

分売の結果についてのｂの（ａ）ハ、（ｂ）

ハ又は（ｃ）の規定に基づき新規上場申請

者、元引受会員又は立会外分売取扱会員が

提出することとされている書面と同種の書

面を提出したときは、第２号に規定する株

式の分布状況は、次の（ａ）及び（ｂ）に

定めるところにより取り扱うことができる

ものとする。 
  （ａ）・（ｂ） （略） 
  ｅ （略） 
 （３）・（４） （略） 
 （５） 利益の額 
  ａ （略） 
  ｂ 第５号に規定する「利益の額」とは、連

結損益計算書に基づいて算定される利益の

額（連結財務諸表規則第６１条により記載

される「経常利益金額」又は「経常損失金

額」と同規則第６４条により記載される「税

金等調整前当期純利益金額」又は「税金等
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調整前当期純損失金額」（同規則第６７条

により掲記される特別法上の準備金等の繰

入額又は取崩額及び債務免除益の金額を除

外した額）とのいずれか低い額に同規則第

６５条第１項第３号により記載される金額

を加減した金額をいう。以下同じ。）をい

うものとする。 
  ｃ 前ｂの規定にかかわらず、審査対象期間

において新規上場申請者が連結財務諸表を

作成すべき会社でない期間がある場合は、

当該期間に係る第５号に規定する「利益の

額」とは、損益計算書に基づいて算定され

る利益の額（財務諸表等規則第９５条によ

り表示される「経常利益金額」又は「経常

損失金額」と同規則第９５条の４により表

示される「税引前当期純利益金額」又は「税

引前当期純損失金額」（同規則第９８条の

２により掲記される特別法上の準備金等の

繰入額又は取崩額及び債務免除益の金額を

除外した額）のいずれか低い額をいう。以

下同じ。）をいうものとする。 
  ｄ～ｈ （略） 
 （６）～（９） （略） 
 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年 ２月 １日から

施行する。 
 
 

調整前当期純損失金額」（同規則第６７条

により掲記される特別法上の準備金等の繰

入額又は取崩額を除外した額）とのいずれ

か低い額に同規則第６５条第１項第３号に

より記載される金額を加減した金額をい

う。以下同じ。）をいうものとする。 
 

  ｃ 前ｂの規定にかかわらず、審査対象期間

において新規上場申請者が連結財務諸表を

作成すべき会社でない期間がある場合は、

当該期間に係る第５号に規定する「利益の

額」とは、損益計算書に基づいて算定され

る利益の額（財務諸表等規則第９５条によ

り表示される「経常利益金額」又は「経常

損失金額」と同規則第９５条の４により表

示される「税引前当期純利益金額」又は「税

引前当期純損失金額」（同規則第９８条の

２により掲記される特別法上の準備金等の

繰入額又は取崩額を除外した額）のいずれ

か低い額をいう。以下同じ。）をいうもの

とする。 
  ｄ～ｈ （略） 
 （６）～（９） （略） 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．第２条（上場廃止基準）第１項関係 
（１）～（５） （略） 
 （６） 破産、再生手続、更生手続又は整理 
  ａ （略） 
  ｂ 第６号に規定する「これに準ずる状態に

なった場合」には、次の（ａ）又は（ｂ）

に掲げる場合を含むものとし、この場合に

は当該（ａ）又は（ｂ）に定める日に同号

に該当するものとして取り扱う。 
   （ａ） 上場会社が債務超過又は支払不能

に陥り又は陥るおそれがあるときなどで

再建の見込みのない法律に基づかない整

理を行う場合 
      当該上場会社から当該整理を行うこ

とについての書面による報告を受けた日 
   （ｂ） （略） 
 （７）～（１２） （略） 
 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年 ２月 １日から

施行する。 
 
 

１．第２条（上場廃止基準）第１項関係 
（１）～（５） （略） 
 （６） 破産、再生手続、更生手続又は整理 
  ａ （略） 
  ｂ 第６号に規定する「これに準ずる状態に

なった場合」には、次の（ａ）又は（ｂ）

に掲げる場合を含むものとし、この場合に

は当該（ａ）又は（ｂ）に定める日に同号

に該当するものとして取り扱う。 
   （ａ） 上場会社が債務超過又は支払不能

に陥り又は陥るおそれがあるときなどで

法律に基づかない整理を行う場合 
 

      当該上場会社から当該整理を行うこ

とについての書面による報告を受けた日 
   （ｂ） （略） 
 （７）～（１２） （略） 

 

  
 


